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完
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ウ

ド

ル
王
朝
の
海
運
政
策

佐

波

平
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主主

チ
ユ
ヲ

v
y
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は

そ
の
「
へ
ン
リ

1
七
世
の
歴
史
」
の
中
で

へ
ン
リ

1
七
世
が
登
位
直
後
の
数
年
間
に
引
続
き
渡
令

し
た
航
海
保
例
に
評
制
押
し
て
、
彼
を
「
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
政
策
理
念
で
あ
る
潤
揮
の
思
想

(
E
Z
F
E
5ロ
L
1
2
4
)
を
力
の
思
怨

(
E目
白
骨

E
5己
主
司

5
同
)
に
脚
換
せ
し
め
た
園
玉
」
と
し
て
讃
め
て
ゐ
る
が
J

己
れ
は
皐
に
へ

V

リ
1
七
世
白
航
海
保
例
白
み
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
友
い
。
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
政
策
一
般
が
と
の
や
う
友
殻
展
方
向
を
と
っ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
。
こ
れ
を
イ
ギ

リ
ス
に
於
て
見
る
に
、

以
前
に
あ
っ
て
は
、
例
へ
ぽ
商
工
業
政
策
白
多
〈
は
玉
廷
の
個
人
的
利
害
と
か
閥
税
白
多
寡
・
徴
牧
上
の
利

使
と
か
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
た
け
れ

E
も、

へ
Y

リ
1
七
世
に
初
ま
る
近
世
に
於
て
は
、
園
王
も
議
舎
も
光
づ
イ
ギ
リ
ス
杢
慢
の

利
害
を
考
へ
て
政
策
し
、
図
氏
も
ま
た
個
人
主
し
て
と
同
時
忙
、

一
つ
の
組
っ
た
イ
ギ
リ
ス
図
民
と
し
て
自
分

E
考
へ
始
め
た
。
凶

の
た
め
と
あ
ら
ば
議
舎
は
武
年
の
風
習
に
抗
し
で
も
斑
麻
布
の
代
り
に
羅
紗
で
も
っ
て
死
骸
を
包
む
べ
く
岡
氏
に
命
令
し
た
。
魚
食

が
白
閣
を
海
外
務
[
肢
に
導
く
T
C
言
へ
ば
「
肉
友
し
日
」
を
設
け
る
に
も
臨
時
し
な
か
っ
ち

海
賊
き
へ
も
が
租
園
を
背
後
に
於
て
、

テ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

傍
五
十
三
春

第

挽

E旦

回

E. Lipson， An Introdur.tion to the Economic History uf England， ，1. the 
Middle Ages. 19巧 J p. 507・
W. Cunninghal1l， The Growth of English Industry and Commerce Qluing-
the Early and Middle Ages， 3ed.， r896， p. 478-480 
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ヲ
ユ
ウ

r
ル
王
朝
由
海
運
政
策

第
五
十
三
巻

第

競

四
回

四
四

目
。

rr凶
司
】
『
斜
円
。

と
し
て
遠
く
外
圏
姑
と
敢
闘
し
た
。
同
よ
り
、
純
乎
と
し
て
高
め
ら
れ
た
海
叫
慌
た
る
図
民
性
を
と
凸
段
階
に
見
つ
け

る
と
と
は
な
ほ
困
難
で
あ
ら
う
。

一
部
の
政
治
的
経
済
的
特
権
階
級
の
利
徒
が
園
家
の
政
策
の
推
進
力
た
り
し
揚
合
も
決
し
一
工
砂
く

は
危
か
っ
た
O

(

一
般
に
近
世
重
商
主
義
政
策
の
性
格
を
想
へ
)
併
し
、
と
に
か
〈
既
に
千
ユ
ウ

F
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
如

〈
、
そ
と
に
は
、
中
昨
か
ら
近
世
を
同
調
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、

以
前
の
古
い
「
力
白
思
想
」
た
る
フ
ユ
ウ
ダ
リ
ズ
ム
に
と
っ

τ

代
っ
て
現
は
れ
、
新
し
い
逗
し
い
「
力
の
忠
加
と
と
し
て
近
世
の
イ
ギ
リ
ス
を
導
い
た
。

だ
が
、
チ
ユ
守
ド
ル
王
朝
に
初
め
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
山
間
て
来
た
と
と
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
吾
々
は
先
づ
、
常
時
の
世

界
的
情
勢
主
成
〈
考
へ
な
く
て
は
友
ら
ぬ
。
イ
ギ
リ
ス
を
し
て
も
は
や
軍
在
る
内
陸
的
封
建
性
に
と
ピ
ま
る
己
と
を
得
し
め
な
い
ま

で
に
、
世
界
は
貰
に
急
テ
ン
ポ
で
展
開
し
初
め
て
ゐ
た
。
へ
Y
F
1
七
世
の
邸
位
後
七
午
に
し
て
ヨ
ロ
ン
プ
ス
は
ア
メ
リ
カ
を
後
見

し
、
緩
い
て
後
六
年

パ
ス
ヨ
・
ダ
・
ガ
マ
は
喜
望
岬
を
迂
同
し
て
印
度
に
亙
る
新
航
路
を
裂
見
し
た
。

か
く
て
、

世
界
は
地
中

海
・
北
海
か
ら
ん
部
ち
大
西
洋
・
印
度
洋
更
に
太
平
洋
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
と
と
に
友
り
、
以
前
は
た
忠
世
界
貿
易
の
片
渦
K
置
か
れ

で
安
ら
か
で
あ
っ
た
イ
ギ
り
ス
は
今
や
好
む
と
好
ま
ぎ
る
と
を
問
は
十
、
そ
白
激
し
い
主
流
の
中
に
立
た
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
官
時

に
於
て
は

一
図
の
欣
態
と
護
展
と
は
最
早
車
に
内
陸
的
に
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
ど
た
く
、
世
界
的
に
他
国
白
山
肌
態
と
殻
展
と
に
闘

嚇
し
て
ピ
な
〈
て
は
考
へ
ら
れ
友
い
。
車
に
イ
ギ
リ
ス
の
船
隊
が
十
年
前
と
今
と

E
れ
だ
け
増
加
し
た
か
と
言
ふ
だ
け
で
は
、
海
図

(目

E
C自
0
8
巴
主
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
強
さ
は
決
定
さ
れ
得
左
い
。
そ
の
聞
に
於
け
る
他
園
の
舶
除
。
褒
展
を
件
せ
考
へ
泣
く
て

は
左
ら
ね
。
よ
り
大
た
る
力
は
、
イ
ギ
リ
ス
圏
内
の
プ
ラ
ス
に
依
っ
て
と
同
時
に
他
固
に
マ
イ
ナ
ス
を
家
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
得

ら
れ
る
。
皐
た
る

2
2
=
2
2
よ
り
も
寧
ろ
吋
o
z
z
g
E
H
E
5ロ
q
が
問
題
と
た
私
。
か
〈
て
、

E
g
c
r
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
は

客
観
的
に
諸
外
国
と
の
激
し
い
闘
係
に
投
げ
込
ま
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、

E
司

ω目
『
に
自
ら
を
強
く
一
つ
の
園
家
と
し
て
意
識
せ
ざ

Cunningham， Ear1y and Middle Ages， p. 479 3) 



る
を
得
た
く
た
る
。
要
す
る
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
っ
て
政
策
し
友
〈
て
は
足
下
の
地
盤
を
も
取
り
崩
さ
れ
る
。

だ
が
、
乙
の
や
う
た
園
際
闘
係
の
展
開
と
共
に
、
世
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
政
治
膿
制
に
於
て
も
一
舷
「
申
肘
」
を
清
算
し
、
近
世
に
入

っ
て
ゐ
た
。

ヘ
ン
リ

I
七
世
は
最
後
の
封
建
的
争
闘
で
あ
る
菩
液
戦
争
を
マ
過
し
て
山
て
来
た
初
め
一
工
の
専
制
君
主
で
あ
る
。
彼
は
廷

臣
の
巾
に
伍
す
る
騎
士
の
如
き
中
世
的
王
侯
か
ら
遥
か
忙
隔
絶
し
た
構
力
的
危
存
在
と
し
て
諸
侯
に
君
臨
し
た
。
彼
の
治
世
を
通
し

て
議
曾
は
た
ど
の
七
悶
し
か
召
集
さ
れ
た
か
っ
た
け
れ

E
も
、
内
飢
か
ら
来
る
無
秩
序
は
憲
政
上
の
有
ら
ゆ
る
紛
議
を
国
王
の
有
利

に
解
決
す
る
と
と
が
出
来
た
。
つ
ピ
く
へ

Y
9
1
人
世
は
ま
た
、

ロ

1
7
法
王
か
ら
破
門
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
イ
ギ
リ
ス

を
し
て
世
界
的
教
舎
か
ら
狽
立
せ
し
め
、
図
玉
至
上
法
を
褒
布
す
る
と
と
に
成
功
し
た
n

そ
し
て
、
ま
た
、
教
舎
の
特
権
干
所
領
地

を
段
取
し
て
中
世
以
来
の
「
帝
闘
中
白
帝
圏
し
た
り
し
教
舎
を
清
算
し
イ
ギ
リ
ス
を
一
つ
の
政
治
的
車
位
に
統
一
す
る
と
と
も
出
来

た
。
法
王
の
勢
力
を
憧
れ
宇
組
図
を
護
っ
た
と
と
に
は
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
も
決
し
て
そ
の
父
に
劣
る
も
の
で
は
左
い
。
鷲
位
の
現
す
注
白

彼
女
が
議
し
た
最
高
構
律
令
は
法
宅
植
の
イ
ギ
リ
ス
閥
内
に
於
け
る
否
定
を
更
に
強
〈
宣
言
し
た
。
と
の
ほ
か
、
チ
ユ
ウ

F
ル
・
ナ

シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
白
政
治
鰐
制
ム
一
し
で
、
五
日
々
は
友
段
、
議
舎
と
栖
特
院
と
治
安
判
事
制
の
殻
建
に
つ
い
て
語
ら
た
ぐ
て
は
た
ら
ぬ
で

あ
ら
う
。
だ
が
、
と
t
h

で
は
そ
の
逗
は
た
い
。

併
し
、
カ
レ
ー
の
喪
失
と
外
岡
商
人
の
退
去
が
ナ
ユ
ウ
ド
ル
・
ナ
ふ
ヨ
ナ
ワ
ズ
ム
に
関
聯
し
て
有
っ
と
こ
ろ
の
意
味
に
う
い
て
は
、
本
稿
白
主
題
か

ら
し
て
、
簡
単
乍
丸
一
拍
車
め
讃
者
白
注
意
を
求
め
た
い
。
先
づ
、
「
カ
レ
ー
の
喪
失
」
で
あ
る
が
.
イ
ギ
リ
ス
は
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
惜
世
に
於
て
フ
ラ
ン
ス
と
白

戦
に
破
れ
て
カ
レ
ー
を
奪
は
れ
、
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
主
朝
民
高
の
大
降
に
於
け
る
領
士
的
足
場
を
断
弁
れ
た
。
こ
hw
、
か
た
め
イ
ギ
リ
ス
は
再
び
も
と

白
島
園
に
庚
ら
さ
れ
た
。
併
し
、
こ
れ
は
却
っ
て
イ
ギ
ヲ
ス
を
し
て
自
ら
の
在
"
方
を
康
〈
世
界
見
の
動
き
の
中
に
認
め
し
品
、
封
内
的
に
は
岡
家
的

統
一
を
促
挫
し
、
劃
外
的
に
は
院
界
同
家
へ
の
後
足
に
導
い
た
。
か
〈
て
、
イ
ギ
リ
ス
宵
柵
も
今
や
心
置
き
な
〈
英
関
海
腕
売
問
て
世
界
円
七
つ
の
海

に
国
旗
を
翻
す
こ
・
と
が
出
来
た
。
主
ぎ
に
は
、
テ
主
ウ

γ
ル
朝
に
於
げ
る
「
外
岡
商
人
の
イ
ギ
リ
ス
退
去
」
に
つ
い
て
ピ
あ
る
が
、
こ
れ
V

は
代
表
的
に

位
、
フ
ラ
ン
ダ
l
ヌ
商
舶
隊
の
イ
ギ
リ
ス
長
格
訪
問
(
一
五
三
二
年
)
左
ハ
シ
ザ
商
人
の
ス
チ
ー
ル
ヤ
l

r
撤
退
竺
王
九
凡
年
)
と
し
て
知
る
こ
と
が
田

チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
山
滑
運
政
策

第
宜
十
三
巻

四
五

官事

韓

四
五



チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

第
五
十
三
巻

四
六

第

挽

四
プて

車
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
常
時
の
剖
期
的
な
新
航
路
の
展
開
に
よ
り
地
中
海
抜
び
に
北
海
の
経
済
的
意
義
が
喪
失
し
た
品
品
慌
の
枯
果
で
ち

る
と
の
且
方
が
支
配
的
で
あ
る
。
併
L
、
吾
々
は
同
時
に
ま
た
、
こ
れ
に
劃
L
て
常
時
四
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
、
必
至
的
な
排
外
運
動
従
ワ
て
テ
シ
ヨ
ナ

n
y
f

ム
の
働
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
向
。
か
〈
て
、
中
世
を
沼
し
で
永
〈
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
を
束
縛
し
た
こ
れ
ら
外
岡
商
人
の
船
舶
忙
代

う
て
イ
ギ
リ
ス
の
商
問
は
、
車
に
地
巾
海
・
北
海
に
k
ピ
ま
ら
ず
、
世
界
航
路
に
護
展
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
世
界
の
財
貨
の
集
散
机
と
玄
で
す
る
こ
ー
と
が

闘
車
た
。

要
す
る
に
、
千
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
の
百
て
十
年
間
、
内
に
外
に
数
々
の
契
機
が
イ
ギ
リ
ス
を
近
情
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
駆
り
立

て
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
か
う
し
て
中
間
的
遺
制
か
ら
次
第
に
白
山
に
な
り
つ

h
主
醐
恒
例
に
徹
属
し
た
図
家
政
策
を
立
て
る
こ
と
が
問
来

た
。
と
と
ろ
で
、
近
世
閥
家
政
策
の
う
ち
取
り
分
け
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
終
始
し
た
も
白
h

一
っ
と
し
て
海
運
政
策
が
あ
る
。
出
品
々

近
世
園
ι
援
の
重
商
主
義
は
専
ら
貿
易
バ
ラ
ン
ス
に
依
存
し
て
成
り
立
つ
が
如
〈
一
百
は
れ
る
け
れ

E
も
、
先
づ
針
外
貿
易
を
同
闘
に
有

利
に
導
く
に
は
自
国
の
商
蹄
に
佼
た
な
〈
て
は
な
ら
ね
。
自
立
す
る
だ
け
の
船
腹
を
も
た
や
し
て
は
貿
易
政
策
自
離
が
自
主
性
を
採

り
得
友
い
。
己
れ
、
貿
易
政
策
・
人
口
政
策
と
共
に
海
運
政
策
が
近
世
重
商
主
義
の
三
大
支
柱
と
一
一
百
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
而
し

て
、
苦
々
は
己
の
海
運
政
策
在
る
支
柱
の
某
礎
の
強
さ
と
深
さ
に
於
て
、
ベ
一
一
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
等
の
如
き
中
世
に
於

て
先
進
海
運
図
と
し
て
出
後
し
乍
ら
、
近
世
忙
入
っ
て
問
も
註
〈
勢
力
を
失
墜
し
た
図
々
と
、
立
ち
後
れ
乍
ら
も
近
世
に
入
っ
て
こ

れ
ら
の
地
中
海
図
家
に
代
つ
で
世
界
の
制
悔
槽
を
掌
握
し
た
イ
ギ
り
ス
と
の
聞
に
大
昔
た
迂
庭
を
見
向
ナ
。
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
務

展
史
上
チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
の
海
運
政
策
が
有
す
る
意
義
は
蓋
し
大
た
り
と
言
ム
ベ
〈
、
本
稿
を
草
し
た
所
以
ま
た
滋
に
あ
る
。

自
園
般
差
別
政
策

既
日
札
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
一
般
は
阜
在
る
園
内
事
情
に
よ
っ
て
土
り
も
寧
ろ
外
固
と
の
闘
聯
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ



て
、
ナ
シ
ヨ
ナ
り
ズ
ム
に
目
覚
め
る
や
そ
の
閣
に
は
や
が
て
外
図
に
扮
し
て
自
国
の
模
経
が
主
張
さ
れ
る
。
吾
々
は
こ
の
例
を
近
〈

現
代
支
部
に
於
け
る
斑
汎
た
外
図
様
毎
回
収
運
動
・
ど
し
て
知
っ
て
ゐ
る
。
が
、
丁
『
町
民
同
じ
と
と
は
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
海
運
政
策
に
つ

い
て
も
言
ひ
得
ら
れ
る
。
中
世
宇
一
通
し
て
外
岡
貿
易
を
全
く
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ザ
キ
イ
タ
リ
ー
の
商
舶
に
依
存
し
て
ゐ
た
イ
ギ
リ
ス

は
、
今
や
‘
と
れ
ら
に
抗
し
て
自
園
舶
を
押
し
立
ア
一
る
政
策
を
と
り
初
め
た
。
ヘ
ン
リ
l
七
山
登
依
第
一
年
の
航
海
保
例

(
E
ロ2
・

4

4】

ynzhw用
語
同
伊
)

官
時
白
イ
ギ
リ
ス
貿
易
商
品
の
う
ち
で
組
め
て
重
要
と
さ
れ
て
ゐ
た
ジ

l
ン
ヌ
並
び
に
ガ
ス
コ
ニ
I
葡

斗ょ、t
 

萄
沼
の
搬
入
を
イ
ギ
リ
ス
舶
に
限
る
と
注
し
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
舶
を
ば
イ
ギ
リ
ス
人
が
姑
員
の
大
多
数
を
占
め
る
船
舶
と
規
定
し

(
凶
み
に
、
こ
れ
よ
り
=
一
年
後
の
桂
律
は
イ
ギ
リ
ス
相
円
資
格
ー
と
し
て
鼎
長
も
ま
た
イ
ギ
y
ス
人
た
る

4
f
要
求
し
、
き
た
、
ッ
1

ル
1
4
A
の
悲
嘉

4
5
E
の
輪
入
も
7

ラ
シ
ス
葡
萄
酒
と
同
様
に
イ
ギ
リ
ス
蛸
に
依
る

4
L
と
定
品
た
。
お
F
国

g
q
〈凶

T
E
E
-
2
岡
山
一
)
印
ち
、

に
針
し
て
外
国
舶
を
排
除
し
専
ら
白
岡
舶
を
以
て
し
ゃ
う
と
す
る
政
策
(
甲
宮
町
四
E
E目
。

E
E
4

2セ

一
定
貨
物
の
運
搬

で
あ
る
の
だ
が
、
己
の
中
う
な
傑
例

は
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
も
決
し
て
ヘ
ン
リ

1
七
世
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
た
〈
、
既
に
一
三
六
八
年
ヱ
ド
ワ

1
ド
三
世
の
法
律
に
於
て

見
ら
れ
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
併
し
、
吾
々
に
と
っ
て
よ
り
責
要
友
の
は
、

一
つ
一
つ
の
法
令
E
は
友
〈
そ
れ
が
操
っ
て
立
つ
政
策
樫

来
で
あ
る
u

ヱ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
場
合
は
一
方
で
と
の
晶
、
う
に
白
園
前
舶
を
特
槽
的
に
保
護
し
乍
ら
、
他
方
で
は
外
園
商
人
か
ら
牧

め
た
貨
に
超
大
な
賄
賂
の
針
債
と
し
て
彼
等
に
成
汎
在
特
権
を
輿
へ
て
自
国
の
貿
易
を
阻
害
し
た
。
廉
債
で
さ
へ
あ
れ
ば
と
言
ふ
そ

の
日
暮
し
の
考
へ
方
も
多
分
に
彼
の
政
策
を
混
飢
に
陥
れ
た
。
と
れ
に
針
し
て
、

策
健
系
か
ら
出
て
ゐ
る
。
成
る
程
、
彼
の
最
初
白
航
海
保
例
〔
一
四
八
五
年
)
は
「
来
議
合
開
合
ま
で
」
ル
」
い
ふ
有
殻
期
聞
の
短
い
従
っ

て
試
験
的
友
醸
踏
を
示
し
て
居
り
、
と
の
結
、
た
ほ
シ
ャ
ン
ウ
が
指
摘
す
弘
と
と
ろ
の
中
世
的
性
格
を
脆
け
切
ら
な
い
で
ゐ
る
と
一
七
日

ヘ
ン
リ

1
七
相
り
航
海
僚
例
は
よ
り
碍
問
た
る
政

へ
る
。
モ
し
て
ま
た
、

ハ
Y

タ
ア
の
見
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
は
議
品
開
杢
臨
む
意
思
表
示
と
い
ふ
よ
り
も
一
部
の
葡
萄
酒
貿
易
商
の

チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

事事

披

四
七

第
五
十
=
一
巻

四
七

H. C. Hllnter， IIow England got its Merchant Marine 1066-1776， 1935， p. 
37-40 

佐雄、中世イギリス白海運政策、本誌第52巻第3続。
G. Scham， Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters.， Bd. 1 3) 



チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

第
五
十
一
一
一
巻

四
F、

第

競

四
F、

荷
担
案
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
汁
。
併
し
乍
ら
、
著
々
が
と
れ
を
へ

y
リ
1
七
位
白
治
世
に
吹
々
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
一

四
九

O
年
の
デ

y
マ
1
ク
協
定
・
フ
ロ
レ
ン
ス
協
定
、

一
四
九
六
年
の
フ
ラ
ン
グ
I
ス
協
定
等
々
の
一
聯
の
貿
易
政
策
の
殻
展
に
闘

聯
づ
げ
て
見
る
と
昔
、
営
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
踏
に
或
る
一
貫
し
た
政
策
鴨
系
が
あ
っ
た
と
思
へ
る
。

モ
l
ロ
ア
が
ヘ
ン
り

I
七
世
を
賞
賛
す
る
串
ろ
に
、
営
時
未
だ
牧
歌
的
友
一
小
固
た
り
し
イ
ギ
り
ス
の
そ
の
岡
氏
の

未
来
が
海
に
か
h

っ
て
ゐ
る
井
い
ム
や
ろ
左
大
き
左
見
透
し
が
既
に
こ
白
園
王
に
あ
っ

h
か
ど
う
か
、

4
口
々
に
は
知
る
巾
も
た
〈
、

と
の
揚
合
、

ま
た
反
封
に
、
客
背
国
王
(
岡
高
邑
昌
吉
岡
)
と
し
て
客
背
の
故
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
援
助
白
機
曾
を
永
久
に
イ
サ
ベ
ラ

K
奪
ら
れ
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
海
外
務
展
を
そ
の
後
永
〈
後
ら
し
め
た
と
い
ふ
フ
ラ
V

シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
白
非
難
が
へ
ン
リ

l
七
世
に
首
る
串
否
や
問
題
で

あ
ら
う
。
問
題
は
も
は
や
個
人
と
し
て
の
闘
王
よ
り
も
寧
ろ
首
時
D
イ
ギ
ロ
ス
が
投
込
ま
れ
て
ゐ
た
客
槻
的
な
世
界
情
勢
に
あ
る
。

強
大
な
王
制
を
と
っ
て
ゐ
た
ス
ペ
イ
ン
が
，
次
々
に
強
見
す
る
新
し
い
世
界
は
車
に
ス
ベ
イ
ン
だ
け
で
な
〈
イ
ギ
リ
ス
を
も
海
外
瑳
展

に
誘
ぴ
込
ま
や
に
は
ゐ
な
か
っ
た
。
と
の
上
イ
ギ
リ
ス
圏
内
に
於
て
は
「
国
び
込
み
蓮
動
L
E通
し
て
撞
顕
し
て
来
た
羊
毛
工
業
が
海

外
市
場
の
開
拓
を
必
至
的
に
要
求
し
つ
L
あ
っ
た
。
か
う
し
た
事
情
が
イ
ギ
リ
ス
の
航
海
政
策
を
し
て
客
槻
的
に
次
第
に
自
主
的
鰻

4
m
を
と
ら
し
め
る
べ
〈
導
い
た
。

一
例
と
し
て
フ
ロ

1
レ
Y

ス
協
定
を
見
る
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
と
れ
に
よ
っ
て
フ
ロ
I

V

Y

-
人
を

し
て
如
何
な
る
イ
ギ
リ
ス
羊
毛
も
イ
ギ
リ
ス
胞
に
依
る
に
非
ざ
れ
ば
己
れ
を
輸
入
ナ
る
と
と
を
得
ざ
ら
し
め
.
反
封
に
自
ら
は
、
ブ

ロ
ー
レ
ン
ス
及
び
他
の
イ
グ
リ

1
諸
都
市
(
但
L
4
=
ス
を
陪
〈
)
白
使
用
し
得
る
限
り
の
羊
毛
を
ピ
サ
ヘ
輸
出
し
且
つ
ピ
十
に
於
て
工

揚
を
設
立
し
、
ピ
サ
人
及
び
フ
ロ

l
レ
y
ス
人
が
現
に
有
し
ま
た
将
来
有
す
る
で
あ
ら
う
す
べ
て
の
槽
利
と
自
'
聞
を
享
受
す
る
と
と

が
山
川
来
た

Q

か
く
し
て
、

ヘ
ン
リ
l
じ
世
治
下
白
イ
ギ
リ
ス
貿
易
は
飛
躍
的
に
焚
展
を
途
げ
、
早
〈
も
一
四
九
七
年
の
反
マ
ア
チ
ヤ

ン
ト
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ユ
ラ

l
ス
訪
問
願
は
っ
今
中
イ
ギ
リ
ス
商
人
は
そ
の
所
有
般
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
セ
ル
ピ

7
・

1881， S. 359 
Hunter， How England.， p. 34. 5) モ戸官ア、英闘史(上)、日本語352頁。
Cunningham， Early and Middle Ages， p. 474. 
Hunter， How Engla.nd.， p. 35， 36 

)

)

J

 

♂品
7
0
"
'



ベ
ヱ
ス
・
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
・
プ
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
・
オ
ラ
Y
グ
に
出
貿
易
苦
行
ふ
に
至
っ
ち
と
ま
で
驚
歎
せ
し
め
て
ゐ
る
。

と
に
か
く
、

へ
ン

H
J
七
世
が
脅
位
第
一
年
に
制
定
し
た
航
海
傍
例
は
特
に
イ
ギ
リ
ス
柏
た
る
べ
き
資
格
に
つ
い
て
規
定
し
、
イ

ギ
リ
ス
舶
を
外
図
拙
か
ら
差
別
し
、
己
れ
に
調
占
擢
を
附
興
し
て
居
り
、
そ
の
後
チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
は
勿
論
活
〈
イ
ギ
リ
ス
海
運
政

策
の

E
書
伊
豆
白
と
し
て
把
へ
ら
れ
ち
帥
ち
、
彼
忙
つ
ピ
く
へ
ン
リ

1
入
世
は
一
五
一
五
年
の
法
律
(
吋

F
F
3
2
y
n
z
t

に
於
て
前
記
へ
ン
リ

1
七
世
白
航
海
保
例
を
一
居
強
化
し
、
こ
れ
に
射
す
る
特
外
例
一
切
を
禁
止
す
る
と
宣
言
し
た
。

L
L
漣

局
内

Nd)

。
如
く
イ
ギ
リ
ス
は
一
四
八
五
年
の
僚
例
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
λ

の
葡
萄
消
牛
務
婦
の
輸
入
を
イ
ギ

P
ス
商
舶
に
限
定
し
た
け
れ

E

も
、
賓
際
に
は
己
れ
に
謝
し
特
別
の
者
忙
は
免
許
扶
を
興
へ
外
岡
舶
の
利
用
を
許
し
て
も
ゐ
た
。
事
貫
、
己
の
特
許
欣
は
閥
王
に
と

つ
で
も
容
易
な
牧
入
源
、
と
し
て
屡
と
准
則
さ
れ
、
へ
ン
リ

I
U
世
自
身
自
分
白
計
算
に
よ
る
貿
易
品
の
輸
入
に
己
の
特
許
肢
を
交
付

し
た
と
さ
へ
言
は
れ
て
ゐ
h
o
(
ζ

の
特
許
扶
交
付
同
教
に
つ
き
で
は
シ
ヤ
ン
グ
が
作
成
し
た
統
計
を
見
ん
)
ヘ
ン
リ

1
八
世
の
議
舎
は
己
仇
干

う
友
不
仕
鱈
を
「
玉
岡
海
軍
並
び
に
商
舶
を
侵
害
し
衰
遜
に
導
〈
」
も
の
と
非
難
し
、
か
h
A

る
特
許
欣
を
巌
禁
し
た
。

へ
ン
リ
1
八
世
の
第
二
白
航
海
保
例

G
N
E
司
2
4
5
H
T
2長
男
早
)

は
更
に
成
汎
た
惜
系
を
も
っ
て
ゐ
る
。
と
の
俊
例
の
考

案
者
は
叶
F
。
吉
田
口
H
O
E
d
z
=
と
い
は
れ
る
。
彼
の
前
任
者
。
E
島
口
止
君
。

r
q
に
あ
っ
て
は
、
海
上
蓮
迭
を
イ
ギ
リ
ス
般
に
限
定

す
れ
ば
闘
内
市
揚
を
品
薄
ι
L
物
慨
を
高
騰
に
導
苦
闘
税
敗
入
を
減
少
せ
し
め
る
と
し
て
隠
路
し
た
の
に
封
し
、

叫，

F
Q
E
E
h
E
E

者
向
一
一
は
己
の
や
う
な
中
世
的
た
考
〈
方
と
逗
っ
て
政
策
し
た
。
海
と
舶
舶
に
侠
た
中
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
は
自
ら
者
衛
る
こ
と
も
生
堂

て
行
〈
己
と
も
出
来
泣
い
と
い
ふ
突
き
つ
め
た
認
識
は

烈
々
火
の
如
〈
闘
を
愛
す
る
言
葉
と
な
り

己
の
保
例
に
脈
打
っ
て
ゐ

る。
「
海
軍
ま
た
は
舶
障
は
商
品
目
運
搬
?
に
品
に
も
職
時
に
於
け
る
防
衛
の
た
め
に
も
極
品
て
重
要
且
ワ
有
利
予
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
長
・
船
員

テ
ユ
一
ウ
ド
ル
王
朝
D

海
運
政
策

品開百十一一一巻

第

誠

F可
丸

四
九

H. B. Gibbins， The History of Commerce in Europe， 1900， p. 98 
Moyse-Bartlett， A History of the Merchant Navy，1937， p. 168.; Hunter， 
How En gland.， p. 34 
Hunter， How England.， p. 42 
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チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
梅
蓮
政
策

第
五
十
三
巻

三五

O 

至E

O 

室事

務

の
多
数
は
技
術
を
曾
得
し
職
を
脅
え
て
自
分
と
共
に
妻
子
の
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
問
来
る
。
と
れ
に
よ
っ
て
都
市
・
町
・
ぱ
落
・
港
町
生
活
は
維

持
さ
れ
る
。
国
王
の
臣
民
白
ろ
ち
海
に
近
〈
住
居
ナ
る
パ
ン
傍
人
・
醗
治
人
・
肉
尾
・
鍛
冶
屋
・
製
鋼
者
・
船
大
工
・
裁
断
人
・
靴
屋
・
料
理
人
・
細

工
人
撃
が
生
活
の
主
要
な
部
分
を
毎
み
得
る
。
と
こ
ろ
が
、

ζ

白
や
う
な
こ
と
は
過
ぎ
L
昔
白
P

一
と
で
あ
っ
て
、
最
近
目
海
軍
止
刊
日
商
舶
の
淋
札
方
は

一
週
刊

J

で
な
い
。
王
図
々
民
の
大
多
数
並
び
に
海
に
証
い
都
市
・
町
・
材
蕗
は
貨
に
非
道
い
零
蒋
に
あ
る
。
こ
れ
を
改
善
ナ
る
た
め
に
、
既
忙
ヲ
チ
ヤ

ー
ド
二
世
は
拍
世
帯
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
冊
以
外
の
商
舶
を
も
っ
て
す
る
商
品
目
運
搬
を
禁
止
す
る
と
い
ふ
法
律
を
出
し
て
居

p
、
ヘ
シ
リ
1
七
世
及
び

へ
ン
リ
1

八
世
も
更
に
ζ

れ
を
強
化
し
て
居
る
。
し
か
る
に
、

E
の
臣
民
も
こ
れ
ら
白
法
律
を
担
ナ
こ
と
を
恐
れ
ず
、
主
凶
海
草
の
維
持
忙
心
を
遺
ら

ず
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
に
よ
ヲ
て
略
国
ら
さ
れ
る
商
品
と
利
得
と
を
考
慮
せ
f
、
念
頭
に
あ
る
は
た

γ
自
己
D
食
慾
の
hm

で
あ
る
。
希
〈
は
敬
費
ナ
る
議
員

諸
子
、
本
法
案
を
可
決
L
議
舎
の
構
成
に
よ
づ
て
こ
れ
を
よ
耳
〈
強
〈
有
数
に
費
施
せ
し
品
ら
れ
よ
」

と
の
保
例
が
出
る
前
年
の
一
五
三
九
年
、
危
機
は
イ
ギ
リ
ス
の
園
内
に
も
園
外
に
も
高
ま
り
、
術
院
は
破
壊
さ
れ
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
は
虐
殺
さ
れ
、
叛
飢
は
止
み
さ
う
も
な
く
蜂
起
し
、
戦
雲
は
英
蘭
海
峡
に
蔽
ひ
か
L
っ
て
図
際
貿
易
関
係
は
断
絶
さ
れ
や
ろ
と
し

て
ゐ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
時
平
和
へ
の
道
を
探
す
べ
く
徐
儀
友
ぐ
さ
れ
、
従
来
白
政
策
を
裏
切
う
て
と
れ
迄
外
岡
商
吠
に

課
し
て
ゐ
た
特
別
税
を
廃
棄
し
、
す
べ
て
の
外
園
人
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
貿
易
に
於
て
向
ム
七
年
間
イ
早
明
ス
が
立
っ
と
同
巳
傑
件
に

於
て
取
引
す
る
こ
と
を
許
す
と
宣
言
し
た
。
併
し
乍
ら
、
己
の
自
由
貿
易
の
宣
言
は
間
よ
り
一
時
の
外
交
政
策
に
温
空
宇
、
翌
年
十

月
の
航
海
保
例
は
上
記
白
如
き
逗
し
い
意
闘
を
含
ん
で
全
〈
反
針
の
態
度
に
出
た
。
己

L
で
は
「
外
園
人
白
運
航
す
る
外
因
舶
は
イ

ギ

w'
ス
海
運
か
ら
有
ら
ゆ
る
利
益
を
牧
奪
ず
る
。
例
へ
ば
温
寸
る
十
八
ヶ
月
の
自
由
貿
易
は
閥
税
収
入
の
み
に
で
も
一
五
、
四
五

O

砂川
U

損
失
を
被
ら
し
め
た
」
と
訴
へ
、
よ
っ
て
、
外
岡
人
は
た
ピ
イ
ギ
リ
ス
般
舶
を
利
用
す
る
揚
合
忙
の
み
イ
ギ
明
文
人
と
同
等
の

闘
税
を
許
す
占
い
ふ
差
別
待
遇
を
外
周
姑
に
用
ひ
た
。
勿
論
、

E
れ
に
謝
し
て
は
忽
ち
外
闘
か
ら
盛
ん
に
抗
議
が
出
た
。
同
年
十
二

月
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
は
法
令
を
出
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
は
す
べ
て
の
外
国
舶
に
封
し
貨
物
の
積
込
を
禁
止
し
て
ゐ
る
。
よ
っ
て
フ
ラ
ン
グ

ー
ス
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
般
に
劃
す
る
貨
物
積
込
を
禁
宇
る
L

と
な
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
於
て
も
千
ヤ
ー
ル
ス
五
世
を
巡
っ
て
種
々
の
劉

口)白nningham，Early and Middle Ages p. 490. 
P2) Schan7.， Englische 1王andelspolitik.， Bd. 1.， S. 370 
月 Lipson，Economic H防 tory.，p. 506， 507.; Hunter， How En唱:land.，p. 49. $0. 
I4) 15) 16) Hunter， How England.， p. 47， 48.; H. Heckhoff， Die Se:eschi仔'allTt



英
政
策
が
静
ぜ
ら
れ
、
ス
ベ
イ
Y
諸
港
に
於
て
外
園
般
へ
の
積
込
を
禁
止
し
た
古
い
ス
ベ
イ
ン
航
海
依
例
を
復
活
せ
し
め
や
う
止
の

運
動
が
繰
返
し
行
は
れ
た
。
併
し
乍
ら
、

ヘ
ン
リ
I
八
世
治
下
の
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
軟
化
す
る
こ
左
左
〈
、

例
へ
ば
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
に
謝
し
て
は
、
一
五
四
一
年
二
月
、
羊
毛
及
び
毛
織
宇
製
品
を
禁
献
し
て
フ
一
ア
ン
ダ
ー
ス
毛
織
工
業
に
原
料

供
給
の
遣
を
断
た
ち
と
さ
へ
し
て
ゐ
る
。

と
の
航
海
締
例
白
第
七
幌
を
見
る
と
、
「
ハ
ン
ザ
阿
閉
に
属
す
る
商
人
が
ま
年
有
す
る
特
躍
は
と
白
限
り
で
な
い
、
彼
等
位
自
分
た
ち
の
相
舶
を
用

ふ
る
も
イ
ギ
リ
ス
の
船
舶
を
用
中
る
も
そ
の
聞
に
何
等
の
直
別
は
な
い
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
従
ワ
て
、
と
t
h

で
謡
ベ
た
や
ろ
な
抗
議
は
ハ
ン
ザ
商
人

か
ら
は
聞
な
か
っ
た
。

へ
ン
リ

1
八
世
忙
つ
ピ
〈
三
P

ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
に
あ
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
枢
密
院
を
中
心
と
し
て
盛
ん
に
ハ
ン
ザ
商
人
特

椿
反
針
運
動
を
展
開
し
て
ゐ
る
に
引
き
か
へ
、
福
建
政
策
は
却
っ
て
後
退
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
枢
薪
院
が
ハ
ン
ザ
商
人
特
槽
り

停
止
を
宣
言
し
た
一
五
五
二
牛
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
他
の
法
律

(MF
自
ら

E
H
E
E
E
=
帽の
E
1
2
E
)
は
、
さ
き
に
出
た
ヘ
ン
リ

1

七
柑
の
航
海
保
例
を
慶
棄
し
て
ゐ
る
。

E
れ
に
依
れ
ば
、
へ
ン
リ
1
七
世
の
僻
例
は
フ
ラ
ン
ス
葡
萄
柄
・
私
婚
の
債
格
を
低
下
吐
し

め
る
こ
と
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
海
還
を
改
善
に
導
〈
己
と
忙
も
失
敗
し
た
と
一
言
ひ
、
か
く
て
、
同
年
の
三
月
一
日
よ
り
十
月
一
日
ま
で

と
れ
ら
の
商
品
の
輪
入
は
イ
ギ
リ
ス
舶
た
る
と
外
園
舶
た
る
と
自
由
で
あ
る
と
定
め
た
円

と
れ
ム
」
同
じ
仕
方
は
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
に
於
て
も
採
ら
れ
た
。
帥
ち
、
女
王
治
世
第
一
年
の
法
律

(
E
E旦
E
Y
E
n
-
2
M
F〕
は

と
れ
ま
で
の
イ
ギ
り
ス
の
航
海
保
例
が
外
園
D
王
侯
に
非
常
に
嫌
は
れ
報
復
的
に
イ
ギ
リ
ス
舶
の
利
用
禁
止
と
た
り
、
た
め
に
イ
ギ

り
ス
商
人
に
甚
し
い
損
失
を
蒙
ら
し
め
た
と
り
理
由
で
、
リ
千
ヤ
ー
ド
二
世
並
び
に
へ
ン
リ
1
七
世
の
航
海
保
例
を
慶
棄
し
た
。
併

し
乍
ら
、
と
れ
は
多
く
り
一
歴
史
家
が
印
断
す
る
の
と
は
異
っ
て
、
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
偉
統
D
海
運
政
策
を
抱
棄
し
た
も
の
で
は
危

テ

ユ

ウ

F
ル
主
朝
の
海
運
政
策

第
宜
十
三
容

宝玉

第

挽

主五

in der Aus岨 nwirtschaftspolitik，19可8，S. 106. 
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ナ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

第
五
十
一
一
一
審

三五

三五

第

披

ぃ
。
上
謹
白
へ
ン
リ
l
八
肢
の
揚
合
と
同
じ
〈
一
時
的
た
政
治
目
的
に
出
た
も
の
で
あ
っ
て
叶
同
じ
年
に
別
白
法
律

(
E
E
E
E
F

E
品
苦
闘
い
)
は
乙
れ
ま
で
の

E
の
航
海
僚
例
上
り
も
徹
底
し
た
形
で
出
た
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
所
有
に
属
し
結
長
並
び
に
船
員

白
犬
多
数
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
舶
舶
以
外
の
結
舶
に
よ
っ
て
運
治
さ
れ
る
す
べ
て
の
貨
物
(
帽
L穀
物
且
び
醐
具
材
料

を
除
〈
〉
は
外
国
人
税

7
1
0
5
E正
問
)
を
支
排
ふ
べ
し
と
の
法
規
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
舶
を
用
ひ
た
い
す
べ
て
の
外
園
人
に
謝
し
て

よ
り
高
い
関
税
を
池
用
ず
る
黙
に
於
て
、
己
の
法
律
は
ヘ
ン
リ

1
八
世
白
一
五
四

O
年
目
法
律
以
上
に
出
て
居
り
、
イ
ギ
リ
ス
舶
が

十
分
に
利
用
さ
れ
ざ
る
と
き
は
外
岡
舶
に
積
込
む
と
と
を
得
る
と
い
ふ
除
外
例
を
設
け
な
い
鮪
に
於
て
ま
た
、

ヱ
ド
ワ

1
F
二
一
世
以

来
の
幾
っ
か
り
航
海
傑
例
よ
り
も
巌
格
で
あ
る
。
而
し
て
、
と
れ
よ
り
四
年
後
の
一
五
六
二
年
の
法
律

(
M
F
E
E『
F
P童
日
同
)

は
一
居
は
つ
昔
り
し
た
も
の
を
示
す
こ
と
が
出
来
売
。
そ
れ
は
先
苦
に
廃
棄
し
た
へ
ン
リ
l
七
位
白
一
四
八
五
年
の
航
海
保
例
を
復

活
せ
し
め
た
ば
か
り
で
注
〈
、
最
も
劃
期
的
た
と
と
に
は
、
沿
岸
航
行
禁
止
制
度
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
外
国
人
の
所
有
す
る
舶
舶
、

外
岡
人
白
防
長
で
あ
る
舶
舶
、
外
圃
人
が
共
有
者
の
一
人
で
あ
る
船
舶
に
劃
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
土
内
の
甲
港
よ
り
乙
捲
へ
の
貨
物

剣

道
迭
を
禁
止
す
る
と
の
規
定
と
れ
で
あ
っ
て
、
貨
に
ク
ロ
ム
ヱ
ル
の
航
海
僚
例
に
先
立
つ
こ
と
百
年
以
前
、
既
に
イ
ギ
り
ス
は
世
界

口
竺
初
の
沿
岸
航
行
禁
止
制
度
の
樹
立
に
成
功
し

h
。

第
二
日
沿
岸
航
行
禁
止
制
度
は
そ
恥
晶
、
b
更
に
冒
六
+
四
年
も
後
恥
て
漸
〈
一
七
二
六
年
ス
エ

I
F
ン
に
よ
ワ
て
嘩
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
一
七
九
=
一

一
八
一
七
年
ア
メ
り
カ
骨
華
園
、
等
々
の
順
序
で
あ
る
叫

年
7
ラ

ν
ス‘

併
し
、

ヱ
リ
ザ
ベ
ス
治
下
の
イ
半
リ
ス
海
運
政
策
は
単
に
こ
の
頃
で
誠
一
ぺ
る
す
っ
友
白
岡
舶
差
別
政
策
に
翠
き
る
も
の
で
は
註

い
。
前
任
者
メ

7
F
1
女
王
は
夫
の
フ
イ

H
ツ
プ
忙
誘
れ
て
フ
ラ
Y

ス
と
戟
ひ
遂
に
イ
ギ
リ
ス
を
し
て
大
陸
に
於
貯
る
最
後
の
領
地

芳
レ
ー
を
裂
は
し
め
た
が
、

エ
り
ザ
ベ
ス
の
帥
位
は
奇
し
く
も
こ
白
カ
レ
ー
の
喪
失
と
共
に
初
ま
っ
て
ゐ
る
。
と
同
時
に
、
先
進
国

18) Lipson， Econornic Histocy.， p. 508.; I-Iunter，- How _ Eng~aw:l.， p. 67， JI6 
19) Huntec， How England.， p. 67， 322. 20) Huntec， How England.， p. 68， 325 
;;n) 22) IIeckhoff， Die Seeschiffahrt.， S. 34， 35 



の
護
見
し
た
数
々
の
新
航
路
は
丁
度
こ
の
頃
に
芯
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
護
展
す
べ
き
方
向
hz
指
示
し
て
央
れ
て
ゐ
た
。
か
〈
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
海
へ
の
閥
心
は
英
市
長
か
ら
世
界
の
海
に
横
大
し
、
海
運
政
策
も
ま
た
霊
的
に
成
汎
在
韓
系
を
と
っ
て
張
展
を
辿
う

?と

海

道

運

賃

政

策

海
運
運
賃
に
闘
す
る
立
法
は
チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
を
通
し
て
ヘ
ン
リ

1
八
位
の
一
五
回
の
一
年
の
航
海
保
例
た
ピ
一
つ
し
か
見
世
ら
た

ぃ
。
併
し
、
吾
々
は
己
の
一
つ
白
保
例
に

Z
つ
で
も
イ
ギ
ロ
ス
海
運
政
策
白
著
し
い
褒
展
の
跡
を
見
つ
け
る
と
と
が
出
来
る
。

さ
き
に
リ
千
ヤ
ー
ド
二
世
は
一
三
八
二
年
イ
ギ
リ
ス
柏
の
建
造
を
奨
励
す
る
目
的
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
は
自
国
胞
に
限
り
貨
物

を
積
込
む
ペ
し
と
法
令
し
た
が
、
こ
の
t
t
き
結
主
に
勤
し
て
は
積
荷
運
賃
に
つ
き
合
理
的
利
得
(
目
E
O
E
E
O
唱

E)
を
許
す
と
規
定

幻

し
た
。
己
白
場
合
、
何
が
合
理
的
利
得
で
あ
る
か
に
つ
い
て
と
の
法
律
は
何
等
具
植
的
陀
示
す
と
と
ろ
は
友
か
っ
た
。
が
、
要
す
る

に
、
合
理
的
利
得
は
剖
ち
枯
舶
白
出
叫
ん
な
る
建
造
に
導
〈
と
考
へ
た
如
〈
で
あ
る
。

(
因
み
に
、
乙
白
保
例
は
イ
ギ
ヲ
ス
海
軍
が
7

ラ
シ
λ

の
た
め
に
暗
ん
悼
と
全
滅
に
遭
っ
た
直
後
に
「
五
困
栴
軍
白
帯
強
の
た
め
」
に
謹
布
せ
ら
れ
た
。
)
併
し
乍
ら
、
寅
際
忙
イ
ギ
リ
ス
結
主
が
と
の
比
四
例
に

掠
っ
て
と
っ
た
運
賃
白
高
さ
は
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
利
往
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
却
っ
て
外
園
商
船
に
積
荷
を
奪
は
れ
そ
り
利
径

を
彊
断
さ
れ
る
結
果
に
導
い
た
刊
こ
れ
に
劃
し
、
そ
れ
か
ら
五
十
八
年
後
ヘ
ン
リ

1
八
世
が
制
定
し
た
一
五
四

O
年
の
虞
汎
な
航
海

保
例
は
、
前
と
は
逆
に
、
運
賃
白
最
高
限
度
を
定
め

ロ
ン

V
Y
-
-ア
ラ
ン
ダ
1
ス
間
毛
織
物
運
賃
八
ペ
ン
ス
を
始
め
と
し
て
、

各
種
。
貨
物
白
特
定
匝
聞
の
航
海
に
つ
き
貨
に
詳
細
に
亙
る
最
高
運
賃
表
を
制
定
し
た
。
若
し
こ
れ
を
犯
し
て
よ
り
高
音
運
賃
を
牧

得
す
る
舶
主
あ
る
と
き
は
、
営
該
逗
貨
の
倍
額
に
相
官
ナ
る
罰
金
を
課
す
と
し
た
。

(但

L
、
戦
時
に
於
て
運
航
費
の
嵩
む
左
き
其
白
他
白

チ

昌

ウ

r
ル
王
朝
D

海
運
政
策

第
五
十
一
二
巻

五

第

披

五

fホ雄、前掲論文、 40頁。
Hunter， How England.， p. 46. 
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チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
遇
政
策

場
合
は
乙
白
限
り
に
非
ず
品
〉
即
ち
、
先
き
の
リ
千
ヤ
ー
ド
二
此
に
於
て
は
、
車
に
圏
内
の
舶
王
の
己
と
を
考
へ
彼
等
に
合
理
的
利
得
を

第
五
十
三
巻

第

抗

三玉

四

五
回

許
し
き
へ
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
結
舶
を
増
大
に
導
く
と
考
へ
た
る
に
謝
し
、
ヘ
ン
リ

l
八
世
に
あ
っ
て
は
、
特
に
外
圃
舶
と
の
閥
聯
に

於
て
寧
ろ
よ
り
低
い
運
賃
を
制
定
し
な
く
て
は
(
舶
主
は
荷
主
と
の
申
合
せ
に
よ
り
上
話
題
賃
表
よ
り
も
安
い
運
賃
な
ら
ば
、
如
何
様
に
も
契
約
ナ

九
こ
と
が
閏
串
る
。
同
時
例
第
六
様
)
、
イ
ギ
リ
ス
海
遁
を
護
展
せ
し
め
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
へ
た
。

再
々
は
と

L
K
も
半
世

紀
間
忙
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
が
辿
っ
た
大
吉
左
後
展
を
見
る
。

な
ほ
、
と
し
り
保
例
は
第
八
時
に
於
て
、
問
、
唱
に
謝
し
て
各
航
海
毎
に
曲
名
・
行
先
・
商
品
名
等
に
つ
き
、
ロ
シ
パ
1
ト
街
の
或
る
個
所
に
七
日
間
公

め

骨
ナ
る
晶
、
う
に
要
求
し
て
ゐ
る
。
運
賃
そ
白
他
白
件
に
闘
ず
る
桂
規
の
履
行
を
期
し
て
斯
〈
定
品
た
も
の
と
思
へ
る
。

四

造
船
奨
蹴
政
策

一
疋
来
、
治
結
政
策
は
問
有
の
海
運
政
策
に
属
し
在
い
。
雨
者
は
国
別
し
て
考
ム
ベ
昔
で
あ
る
。
併
し
、
建
舶
政
策
を
離
れ
で
権
運

政
策
が
自
立
し
得
な
い
と
同
時
に
、
海
運
政
策
を
金
〈
背
後
に
置
か
た
い
浩
舶
政
策
も
考
へ
ら
れ
た
い
。
如
何
に
自
園
舶
を
優
位
に

特
樺
づ
け
る
航
海
保
例
を
出
す
で
あ
ら
う
と
も
、
外
岡
舶
に
大
し
て
依
存
せ
ゃ
に
済
む
だ
け
の
脂
肪
阻
ま
売
は
治
舶
能
力
を
有
っ
と
と

友
く
し
て
は
‘
海
運
政
策
は
自
立
し
得
な
い
。
(
列
強
の
有
す
る
支
那
泊
岸
内
向
航
行
構
を
岡
牧
せ
ん
と
す
る
現
代
文
那
に
於
け
る
民
華
麗
到
の
不

島
同
時
に
ま
た
、
海
運
政
策
鱒
系
か
ら
出
た
い
造
船
政
策
も
、
そ
れ
は
皐
た
る
|
!
例
へ
ば
外
国
へ
賓
る
た
め
に
舶

舶
を
建
治
す
る
如
き
l

|
浩
船
業
に
到
す
る
政
策
で
は
あ
り
得
て
も
、
特
に
交
通
機
関
と
し
て
そ
の
園
忙
機
能
す
る
船
舶
の
建
浩
に

肯
尾
を
想
へ
。
)

封
す
る
政
策
と
は
言
ひ
得
泣
い
。
か
や
う
た
意
味
か
ら
活
胎
政
策
と
海
運
政
策
は
区
別
さ
れ
つ
自
主
而
か
も
互
ひ
に
規
定
さ
れ
合
ふ
緊

密
な
二
つ
白
政
策
で
あ
る
。
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い
ま
、
と
れ
を
千
ュ
ウ
ド
ル
主
朝
に
つ
い
て
見
る
に
、
モ
の
遁
舶
政
策
は
、
海
運
政
策
に
於
け
る
と
同
巴
〈
、
と
の
時
代
に
始
め

て
自
主
的
た
腫
系
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
れ
ま
で
た
ピ
五
港
に
任
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
浩
舶
業
は
外
た
ら
由
ヘ
ン

リ
I
七
世
に
よ
っ
て
始
め
て
図
家
的
事
業
と
し
て
ポ

1
ツ
Y

ス
遺
舶
所
の
創
設
を
見
、
つ
ピ
〈
へ
ン
リ

l
八
世
は
更
に
者
0
0
7
2

。y

E
E
M
U
-
8
F
F己
の
三
池
船
所
在
設
立
し
ら
さ
て
、
そ
の
諸
般
政
策
の
特
徴
と
し
て
は
先
づ
大
塑
結
建
造
白
奨
励
で
あ
る
。
己
れ

は
一
つ
に
は
戦
争
ま
た
は
海
賊
比
備
へ
る
た
め
に
武
裂
す
べ
〈
大
理
舶
を
有
利
と
し
た
と
と
に
も
凶
る
が
、

一
つ
に
は
ま
た
、
常
時

劃
期
的
に
聞
け
た
世
界
の
遠
洋
航
路
に
遁
せ
し
め
る
た
め
に
も
、
イ
ギ

H
ス
は
特
に
大
裂
の
商
舶
を
必
要
と
し
て
ゐ
た
白
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
1
七
世
は
先
づ
百
噸
以
上
の
船
舶
の
建
造
を
奨
附
す
る
た
め
に
補
助
と
し
て
、
新
遺
舶
の
最
初
白
航
悔
に
於
て
闘

税
を
噸
首
り
五
志
の
割
合
で
寛
恕
す
る
と
い
ふ
方
法
を
と
っ
た
。
(
因
み
に
、
こ
の
補
助
を
最
初
に
受
け
た
者
の
う
ち
に
は
四
百
咽
の
耐
舶
一

隼
を
共
有
す
る
プ
リ
ス
ト
ル
人
三
人
が
ゐ
た

A
V
)

而
し
て
、
己
の
方
法
は
そ
の
後
白
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
へ
ン
リ

1
八
世
・
ヱ
り
ザ
ベ
ス
主
王
・

ゼ

l
ム
ス
一
世
等
に
よ
っ
て
踏
襲
せ
ら
れ
、
近
世
イ
ギ
日
ツ
ス
に
於
け
る
偉
統
的
危
過
般
梢
助
方
法
に
ま
で
た
っ

ho

大
型
船
白
建
造
を
奨
励
す
る
た
め
に
嘗
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
採
っ
た
仕
方
に
は
向
ほ
一
一
つ
が
あ
っ
売
。
そ
の
一
つ
は
普
通
の
枯
型
よ

か
く
て

り
も
大
昔
い
交
叉
帆
結

2
2
v
O
7
2
F
9
2
5
L
U
)
に
封
ず
る
特
典
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
一
五
七
一
年
に
イ
ギ

リ
ス
交
叉
帆
紬
白
輸
出
す
る
魚
類
に
勤
し
て
閥
視
を
売
除
し
、
ま
た
、
交
叉
帆
拾
の
職
入
す
る
鱈
忙
劉
し
て
は
宮
旨
-q
を
売
や
る

と
の
法
令
官
凶

F
E
E
Z
F
G
M凶勺
-EHH)
を
出
し
叫
更
に
同
年
の
「
耕
作
の
濃
運
及
び
海
軍
並
び
に
柏
員
の
緋
持
費
建
白
た
め
の
法

倖
に
於
て
は
、
小
萎
・
裸
茶
・
大
笑
・
市
営
芽
・
腕
豆
・
質
豆
に
し
て
園
内
消
費
を
趨
ゆ
る
供
給
あ
る
場
合
に
は
、
イ
ギ
W
J
R
入
所
有

一
五
九
七
年
の
法
律
を
も
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
園
内
に
於
て
イ
ギ
リ
ス

人
か
ら
購
入
せ
る
外
国
人
白
魚
類
を
輸
出
す
る
構
利
を
特
に
交
叉
帆
舶
に
附
興
し
た
。
(
室
戸
回
目

5
r
F
P畳
2
酬

9
)

空
交
叉
帆
舶
に
限
っ
て
之
を
輸
出
し
得
る
と
た
し
、
ま
た
、

チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
四
海
運
政
策

第
五
十
三
巻

王
室五

第

親

五
五

1) Hunter， IIow England.， p. 293 
2) K. Chatterton， The Merc叩 tileMarine， 1923， p. 49 
3) 5) Hllnter， How England.. p. 318 
4) A. Ahram， Social England in the Fifteen白 山lry，1909. p. 45. 



チ
ユ
ウ
Y
ル
王
朝
白
海
軍
政
策

第
五
十
三
巻

五
六

第

競

五
六

大
担
舶
奨
励
の
一
第
一
一
の
方
法
は
反
針
に
小
型
胞
の
活
動
を
制
限
す
る
と
い
ふ
形
を
と
っ
て
行
は
れ
た
。
例
へ
ば
、

一
五
五
八
年
、

ヱ
リ
ザ
ベ
λ

女
王
'
即
位
第
一
年
の
法
律

(EH昌
弘
E
Y
2
4向
。
叶
昌
)
は
、
沿
岸
航
路
加
た
る

『

0
3
ゃ

-
L
E
a
に
劃
し
て
海
外
貿

易
を
禁
止
し
た
。
己
れ
は
本
来
泊
岸
航
路
舶
た
る
小
型
舶
を
し
て
外
園
締
と
の
競
争
を
避
け
し
め
る
目
的
に
山
た
も
白
で
あ
る
と
同

時
に
、
ま
た
、
結
果
と
し
て
犬
型
舶
の
建
活
が
盛
大
に
赴
く
な
ら
ん
と
の
期
待
の
で
に
行
は
れ
た
も
り
で
も
あ
っ
た
。
た
ほ
、
と
り

小
型
舶
航
路
制
限
は
一
五
六
二
年
幾
分
経
和
せ
ら
れ
た
が
、
(
混
同
M

回
E
Z
F
2
4
-
E
U
)
一
五
七
一
年
に
は
と
白
制
限
緩
和
を
も
っ

て
「
小
担
舶
を
恐
ろ
し
く
増
加
せ
し
め
イ
ギ
リ
ス
海
還
を
哀
頚
に
導
〈
も
の
」
と
見
倣
し
て
こ
れ
を
撤
同
し
、
小
型
舶
を
し
て
再
び
も

と
の
沿
岸
航
路
舶
に
限
定
し
た
。

(
H
H
F
E
E
E
F
E田
宮
司
阿
国
)

か
干
う
に
チ
ー
ウ
ド
ル
王
朝
白
イ
ギ

p
ス
は
大
型
船
建
遣
に
意
を
朋
ひ
た
が
、
貸
は
ま
た
般
塑
白
如
何
を
問
は
中
開
腹
そ
む
も
白

を
増
大
ナ
ペ
〈
池
枯
能
力
主
張
反
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
北
海
に
地
中
海
に
ア
フ
リ
カ
に
驚
異
的
危
活
路
を
始
め
た
マ
ァ
チ

ャ
シ
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
エ
ラ
ー
ズ
、
遂
に
東
印
度
曾
枇
の
創
設
と
な
っ
て
現
は
れ
た
東
洋
貿
易
政
策
白
愛
展
、
ド
レ
ー
ク
・
ホ

1

キ
ン
ス
・
フ
ロ
ピ
ッ
シ
ャ

1
・
な
ど
の
海
の
男
慣
に
よ
る
大
規
模
注
掠
奪
貿
易
と
針
ス
ペ
イ
ン
白
海
戦
等
々
を
想
ふ
に
つ
け
て
も
、
首

時
の
イ
ギ
リ
ス
は
海
外
に
致
展
す
ぺ
〈
姶
は
何
よ
り
も
重
要
且
つ
緊
急
白
手
段
で
あ
っ
売
。
従
っ
て
、
と
に
か
く
舶
を
持
ち
ま
た
は

遺
ら
血
ぽ
左
ら
た
か
っ
た
。
と
れ
が
た
め
に
イ
ギ

H
ス
の
採
っ
た
方
策
を
見
る
に
、
そ
れ
は
也
舶
材
料
と
し
て
の
木
材
。
輸
出
禁
止

L
」
使
途
制
限
で
あ
っ
た
。

一
五
五
四
年
メ
ア
リ
女
王
の
法
律
は
先
づ
活
舶
材
料
と
し
て
の
材
木
D
輪
出
を
禁
止
し
た
が
、
つ
ど
〈
ヱ
り
ザ
ベ
ス
は
即
位
後
直

ち
に
、
法
舶
用
材
の
保
存
む
た
め
に
、
海
岸
近
く
の
立
木
で
あ
る
樫
・
ぷ
左
・
と
り
ね
こ
を
製
銭
用
燃
料
と
し
て
使
用
す
べ
か
ら
十

と
れ
を
犯
し
た
る
者
は
四
十
志
D
罰
金
に
属
す
と
の
法
律

(
E
E
E
f
F
2
4
2
4・
)
を
出
し
、

一
五
八
一
年
に
は
更
に
徹
底
し
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司
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て
、

ロ
ン
ド
ン
よ
り
二
十
二
哩
以
内
テ

l
ム
ス
河
畔
よ
り
十
四
哩
以
内
並
び
に
サ
セ
ッ
ク
ス
内
の
海
岸
に
近
き
所
定
の
地
に
鍛
工
所

の
新
設
を
祭
止
し
、
ま
た
、
該
地
方
に
於
て
有
ら
ゆ
る
立
木
を
製
錦
町
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
と
と
を
禁
止
す
る
と
い
ム
法
体

S
E

E
E
E
Y
Q
畳
m吋
国
γ

)

を
出
し
た
。

}
五
八
五
年
、
己
の
鍛
工
所
新
設
禁
止
区
域
は
更
に

E
E吉
岡

g
r
p
E
Z
K摘
大
き
れ
、
己

白
禁
止
匡
域
K
於
て
は
、
「
根
元
一
吹
四
角
の
立
木
は
何
た
る
を
問
は
や
」
燃
料
と
し
て
白
使
用
を
禁
じ
た
。
(
なN
可1向

Fr
同巴-

釣め
，
 

同
何
時

M
P
)
誼
舶
用
材
の
供
給
を
確
保
せ
ん
・
と
す
る
ヱ
り
ザ
ベ
ス
白
最
後
の
法
律
は
一
五
九
三
年
に
山
川
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
於
て
は
「
最

近
本
閣
の
木
材
は
著
し
〈
減
少
し
濫
費
さ
れ
つ
ミ
あ
り
、
そ
の
校
乏
は
甚
だ
恐
る
べ
く
と
れ
が
手
常
は
宜
し
〈
緊
急
な
る
を
要
す
」
と

な
し
、
己
の
原
閣
を
ば
己
の
時
は
輪
出
町
桶
栂
の
製
造
忙
あ
り
正
見
て
、
ピ
ー
ル
の
輪
山
者
は
本
図
人
た
る
と
外
園
人
た
る
と
の
別

な
〈
、
輸
出
後
四
ヶ
月
以
内
に
ピ

E
ル
栂
六
個
に
つ
き
桶
樽
製
造
用
の
板
二
百
枚
(
最
小
限
長
さ
三
田
町
二
吋
)
ま
た
は
ζ

れ
に
相
宮
ず
る

宰
樽
を
海
外
よ
り
本
閣
に
持
込
む
と
と
を
要
す
L
-
規
定
し
た
。
(
凶
宮
町
岡
田

E
宮

F
口
官
官
R
H引
)

在
ほ
、
己
の
際
に
附
記
す
べ
き
は
、
と
の
や
う
に
準
加
能
力
の
泊
養
維
持
に
努
め
た
エ
ロ
ザ
ベ
ス
治
世
の
イ
ギ
リ
ス
が
ま
た
船
舶

そ
の
も
の
を
外
国
忙
責
却
す
る
の
を
禁
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
五
五
九
年
の
宣
言

q
s
n
F
E
E
S
)
己
れ
で
あ
っ
て
、
王
口
々
は
之

に
よ
っ
て
営
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
針
外
政
策
上
如
何
に
結
舶
を
重
要
脱
し
て
ゐ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
国
王
ハ
河
内
ノ
諾
地
方
特
一
一
海
司
一
遅
接
ス
ル
地
方
一
一
世

4

一
テ
木
材
ノ
畑
何
品
乏
シ
キ
カ
ヲ
知
y
、
海
軍
主
ハ
貿
易
ノ
ダ
メ
=
誼
拙
用
木
材
ノ
末
年
一
二
且

ル
不
足
7

考
慮
シ
、
ョ
、
昌
一
植
璃
院
ノ
誕
言
ヲ
用
ヒ
、
イ
ギ
り
ス
と
出
生
シ
タ
ル
凡
4

テ
ノ
囲
民
一
二
劃
シ
、
ツ
ノ
積
載
能
力
ノ
如
何
ヲ
問
内
ズ
、
航
海

ユ
堪
八
一
特
ル
舶
舶
ハ
一
一
割
、
ヨ
レ
ヲ
木
閣
外
=
間
生
シ

R
A
居
住
ス
ル
外
岡
人
ノ
何
人
品
モ
頁
却
マ
タ
ハ
直
接
間
接
=
譲
渡
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
禁
止
ス
。
外

困
人
ニ
民
却
マ
タ
ハ
譲
技
サ

ν
タ
ル
崎
航
ハ
彼
等
ノ
手
品
ア
リ
テ
最
モ
恐
ル
ベ
キ
危
険
ノ
具
一
一
供
セ
ラ
ル
、
モ
ノ
ト
知
ル
司
シ
。
ヨ
ツ
テ
、
コ
、
一
一
困

王
ハ
極
メ
テ
至
首
ナ
ル
命
令
ト
シ
テ
ヨ
レ
ヲ
禁
止
ス
J
J

チ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
山
市
謹
政
策

第
五
十
=
一
巻

互王

七

音書

掠

五
七

IO) Hunter， I-Iow England.， p. 74. 
II) 12) I3) Hunter， How England.， p. 74， 75， 3I8， 3I9 
1:4) Hunter， llow England.， p. 76， 319. 
15) Hunter， How England.J p. 74 



チ
ユ
ウ
「
ル
王
朝
白
海
運
政
策

俸
五
十
=
一
巻

豆E

^ 

第

披

宝玉

i¥. 

五

海
難
防
止
政
策

造
船
奨
励
政
策
と
い
ム
ゃ
う
た
積
極
的
な
仕
方
の
み
が
一
因
の
船
腹
を
維
持
議
展
に
導
く
と
は
限
ら
左
い
。
消
極
的
で
は
あ
る
が

海
難
に
備
へ
て
航
行
又
は
碇
泊
中
の
舶
舶
の
喪
失
骨
一
防
止
す
る
と
い
ふ
政
策
も
ま
た
併
せ
採
ら
れ
る
己
と
を
要
す
る
。
航
路
標
識
D

整
備
・
結
員
の
養
成
・
航
海
規
則
自
制
定
・
港
湾
施
設
の
改
善
等
が
己
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
の
や
う
友
極
め
て
重
要
で
は
あ

る
が
消
極
的
間
接
的
在
政
策
は
、
啓
蒙
的

E
つ
強
力
的
た
園
家
の
出
現
を
侯
っ
て
始
め
て
よ
ぐ
貧
現
さ
れ
得
る
と
と
ろ
で
あ
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
忙
於
て
も
ナ
シ
守
ナ
リ
ズ
ム
に
立
つ
チ
ュ
ウ
ド
ル
王
朝
に
入
っ
て
初
め
て
本
格
的
に
と
れ
が
取
上
げ
ら
れ
た
。
と
れ
に
つ

い
て
先
づ
述
ぶ
べ
き
も
の
は
、
「
航
海
と
商
業
白
後
連
と
利
径
の
た
め
に
」
一
五
一
二
年
以
来
設
立
さ
れ
た
り
4
司
2
干
。
中
叶

Z
E
E

同
5
問問件。回
I
O
H
H

国
主
、
足
。
者
自
ω
号
ー
。
中
、
『
ヨ
ゅ
の
叶
ヨ
E
q
目。
5
0
で
あ
ら
う
。
周
知
白
や
う
に
、
と
り
叶

E
M
q
出
。
口
語
の
任
務
は
、

水
先
案
内
人
の
資
格
試
験
・
認
可
並
び
に
取
締
、
燈
蓋
・
水
路
標
，
浮
標
等
航
路
標
識
D
施
設
並
び
に
取
締
・
海
員
間
係
争
問
題
。
調
停

等
々
に
あ
る
が
、
そ
の
初
期
の
形
態
は
古
く
か
ら
テ

1
ム
ス
河
畔
そ
の
他
の
地
方
に
ギ
ル
ド
的
危
存
在
と
し
で
あ
っ
た
水
先
案
内
人

の
組
合
で
あ
る
。
と
己
ろ
で
、
己
れ
が
始
め
て
一
つ
白
組
織
に
纏
め
上
げ
ら
れ
政
府
の
資
替
の
下
に
置
か
れ
た
の
は
へ

y

p

l
八
世

の
治
世
で
あ
っ
て
、
伎
は
海
員
技
術
に
闘
ナ
る
法
規
に
し
て
、
そ
れ
が
イ
ギ

H
ス
を
安
岡
強
大
に
す
る
目
的
を
右
す
る
も
り
た
る
限

り
、
一
切
と
れ
を
制
定
し
得
る
と
い
ふ
権
能
を
と
の
叶
ロ
ロ
ミ
図
。
民
自
に
典
へ

ho
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
室
た
と
れ
に
意
を
附
ひ
、
登

枕
第
一
年
目
法
律
を
も
っ
て
警
標
・
水
路
標
を
設
置
す
る
と
と
を
許

L
U
ま
た
・
一
五
六
五
年
に
は
吹
の
如
き
法
律

S
F
E
E
-星
Y

2
4苦
手
)
を
出
し
亡
ゐ
る
。
邸
ち
、

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
並
ピ
一
二
V

Z

1

ル
ス
ノ
海
岸
親
近
ク
ζ

立
ツ
尖
塔
・
森
林
y
ノ
伯
海
上
ヨ
リ
目
印
ト
ナ
ル
モ
ノ
ρ

、
自
ク

2
p
海
上
競
行
者
=
ト
ヲ

昨今 G.T. Warner， Landmarks in Enbli~h Tudus~rial Ifistory， 190I， p. 156.; 
Cunningham， Early and Middle Ages， p・497，498 
E主unter，How England.. p. 7.' 
Hunter， How England.， p・42，43， 321. 
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テ
航
路
ノ
醐
識
l
u
テ
佼
立
チ
居
レ
ル
毛
ノ
ナ

p
。
航
行
船
舶
ヲ
海
上
危
険
ヨ
リ
護
ル
ダ
メ
コ
レ
ヲ
保
存
ス
ベ
キ
要
ア
ル
コ
ト
言
プ
ブ
侠
タ
ズ
。
シ
カ

ル
て
現
在
コ
レ
ラ
ノ
標
識
ハ
概
ネ
駿
棄
又
ρ
破
壊
サ
レ
、
ダ
メ
=
冊
舶
昌
シ
テ
航
行
ヲ
誤
リ
破
損
滅
失
ス
ル
モ
ノ
最
近
多
数

a
上
ポ

9
、
人
命
ノ
損

失
マ
タ
砂
カ
ラ
ザ
ル
毛
ノ
ア
リ
。
ヨ
レ
岡
家
一
一
ト
リ
テ
大
ナ
ル
損
失
ト
言
ハ
ザ
ル
4

カ
ラ
ズ
。
ヨ
ツ
テ
、
コ
、
一
二
コ
レ
ヲ
復
奮
ス
ベ
ク
吋
コ

E
4

出
o
c
m
ゆ
ノ
役
員
ハ
ソ
ノ
費
用
品
川
酔
テ
所
要
ノ
海
岸
又
ハ
問
所
一
一
夫
々
航
路
標
識
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
若

ν
コ
レ
ラ
ノ
標
識
ノ
イ
グ
レ
タ

P
I

モ
コ
レ
ヲ
倒
壌
又
ハ
啓
韓
シ
タ
ル
宥
ア
ル
ト
キ
〈
、
百
穆
ノ
科
料
一
二
醒
ス
。
」

以
上
白
ほ
か
に
チ
ュ
ウ

Y
ル
王
朝
に
於
て
採
ら
れ
た
海
難
封
策
と
し
て
は
、
一
五
三
一
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
葡
萄
酒
D
冬
季
海
上
運
送

禁
止
(
昌
司
仏
国
自
斗

5
口
w
Q
H
f
E
む
と
一
六

O
一
年
。
海
上
保
険
に
闘
す
る
法
規
(
古

EEztavpω
主
将

M
U
が
あ
る
。

に
吾
々
は
、
ま
た
、
政
府
が
屡
と
多
大
の
支
出
を
敢
へ
て
翁
し
た
と
こ
る
白
港
湾
の
修
理
復
葎
が
碇
泊
・
護
着
時
に
於
け
る
紬
舶
を

度
々
海
難
か
ら
救
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
忘
れ
で
は
な
ら
左
い
。
ス
カ
ポ
ロ
ウ
港
(
U
Z
F
国
吉
弓
J
H
H

口、

Q
P宮
司

Z
)
・
デ
ヴ
才
ン
シ
ャ

7
及
び
コ

Y

ウ
ォ
l
ル
港
令
官
己
目
2
4
3ロu
門
官
官
日
恒
)
・
同
百
及
び
巧
吉
n
r
o
一
回
出
港
(
宮
島
富
島
凶

Z
E
g
p
E
2
・
2
4
5
M
P
)

等
々
の
改
善
と
れ
で
あ
る
が
、
い
ま
詳
述
の
徐
裕
は
た
い
。

な
ほ
、
本
稿
の
題
目
白
下
に
考
察
す
べ
き
問
題
と
し
て
は
、
こ
の
時
代
に
漸
〈
分
化

L
相
品
た
「
幅
運
政
策
左
海
軍
政
策
」
の
聞
冊
、
と
の
頃
か
ら
起

っ
て
イ
ギ
リ
ス
海
運
政
策
の
博
続
、
と
な
っ
た
「
海
運
政
策
と
し
て
の
漁
業
政
策
」
が
あ
る
が
、
と
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
柵
舎
に
譲
る
。

ナ
ユ
ウ
ド
ル
王
朝
白
海
運
政
策

第
五
十
三
巻

五
九

第

漉

五
九

夏
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